
停留所 フローチャート 

 

お客様 
ご要望・ご意見等 

①現地確認 【標準期間 ２週間】 

・お客様が安全に乗降できるスペースが確保できるか 

・バスが安全に停車できるスペースが確保できるか 

・付近に交差点や横断歩道等があり、交通の支障とならないか

分類

停留所の設置 

設置は困難

回答 

条件を満たす 

②通過路線乗降数確認 【標準期間 1週間】 

・現状の路線での乗降数を確認 

・設置予定箇所の付近の人口状況を調査 

 

回答 
設置は困難

③関係機関協議 【標準期間 １か月】 

・公安委員会（所轄の警察署）と協議 

・道路管理者と協議 

・場所によって、その他の関係機関と協議の場合は、標準期間

以上の日数が必要となります。 

回答 
関係機関不承諾 

条件を満たす 

④停留所設置申請 【標準期間 1か月】 

・管轄警察署への意見照会 

・地下埋設協議 

・占用申請 

 

関係機関承諾 

回答 
申請不許可 

⑤運輸局申請 【標準期間 ３か月】 

・所管部署へ申請 

 

申請許可 

回答 
申請不許可 

宇部市交通局 

停留所設置及び運行開始時期を決定→運行開始 

回答 

申請許可 

 
  原則、１０月に運行開始 


